
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

焼津商工会議所 中小企業相談所 行 平成 30 年    月    日 

事業所名  住 所  

電話番号  FAX 番号  

参加者名  参加者名  

※ご記入頂きました個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成および本講演会に関する連絡の目的のみ使用します。 

  

（切り取らずにこのまま送信してください。） 

眞喜屋
ま き や

 実行
さ ね ゆ き

 氏 
株式会社はぴっく 代表取締役・「しかける販促マン」 講 師 

横浜国立大学卒業後、食品スーパーのオーケー株式会社に入社、飲食店中心のコンサルティング会社

である株式会社リンク・ワンに転職し、居酒屋・リサイクルショップ・豚料理屋・焼肉店の店長職を歴任する。 

新しいアイデアを積極的に取り入れたことが評価され、３年連続で優秀社員賞を受賞する。 

現在は、販促企画屋として活動。飲食店・美容室・リラクゼーション店・整体院・スイーツショップ・卸売業

などの販促活動をサポートしている。新規事業や新商品のコンセプトづくりから、販促企画、ツール作成、実

践までお店と一緒に取り組み、より成果が出るようＰＤＣＡを繰り返している。 

日 時 

会 場 

定 員 受講料 

申 込 

平成 30 年9 月27 日（木） 13：30～15：30 

焼津商工会議所 2 階会議室（焼津市焼津 4-15-24） 

40 名（定員になり次第締め切り） 無料 

お電話または下記申込書にご記入のうえＦＡＸにてお申込ください。 

（TEL）054-628-6251 （FAX）054-628-6300 

9 月 27 日開催 『クチコミ』 参加申込書 FAX：054-628-6300 

消費税軽減税率・価格転嫁対策セミナー                           消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

お客さまが ク チ コ ミ を始める 

 の しかけ 
 2019 年 10 月に消費税率を 10％へ引上げると同時に、消費税軽減税率制度が導入される予定です。適用税率ごとの

区分経理の実施といった経理処理等の事務負担の増加をはじめ、軽減税率制度はすべての事業者に影響があります。 

 このセミナーでは消費税引上げによる消費マインドの冷え込みや競合他社との価格競争の激化に負けないために、お金をか

けずに行える 「クチコミ」 という方法を活用し、 「運」 ではなく 「仕掛け」 をすることにより、売上を上げていく
方法について説明を行います。ぜひご参加ください。 

 消費税軽減税率対策の概要説明 

 お客さまを動かす！たった一つの考え方 

 クチコミ販促でしちゃいけないことって？ 

 お客さまがクチコミを始める 2 つの公式 

 クチコミを起こす具体的なしかけ 

 クチコミの正体って？ 
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